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保育士養成課程見直しの経緯

＜概要＞

保育士養成課程は、昭和２３年児発第１０５号児童家庭局長通知「保母養成施設の

設置及び運営に関する件」に示されたものに始まり平成１３年厚生省告示第１９８号

によるまで、その間計５回の改定がなされてきた。

○昭和２３年児発第１０５号通知「保母養成施設の設置及び運営に関する件」における

養成課程の概要

・制度発足当時の保母養成所の学科目及び配当時間数

学 科 目 配当時間数 学 科 目 配当時間数

倫 理 ４０ グループワーク ４０

教育学及び教育心理学 ４０ 自然研究及び社会研究 ８０

保育理論 １６０ 音 楽 ２００

児童心理学及び精神衛生学 １５０ リズム ８０

生理学及び保健衛生学 ８０ 遊 戯 ８０

栄養学 ４０ お 話 ４０

育児法 ４０ 絵 画 ４０

小児病学 ４０ 製 作 ４０

看護学 ４０ 英 語 ４０

社会事業一般 ４０ 児童福祉に関する法令 特別講義

ケースワーク ４０ 計 １，３５０

（注）他に、保育、育児、看護、教護、栄養、音楽、遊戯、絵画、制作等

に関する実習がある

○昭和２７年厚生省告示第３３号による改定の概要

・単位制を導入

・専門科目甲類を設置、必修科目とした

（設定８７単位、履修８７単位）

・専門科目乙類を設置、選択科目とした

（設定１３単位、履修４科目以上選択・６単位以上）
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・総設定単位１００単位、総履修単位９３単位以上

・リズム、お話、絵画、製作、英語の科目が生活指導科目として設置された。

○昭和３７年厚生省告示第３２８号による改定の概要

・専門科目を６つの系列に分類整理

・短大においても保母養成を容易にするため、保母資格取得単位数を削減

（９３単位以上→７３単位以上）

・一般教育科目・体育を設置

（設定１４単位、履修１４単位）

・専門科目甲類

（設定５２単位、履修５２単位）

・専門科目乙類・外国語

（設定２８単位、履修４科目以上選択・７単位以上）

・総設定単位９４単位、総履修単位７３単位以上

○昭和４５年厚生省告示第３５２号（厚生省告示第３２８号第１次改正）による改定の

概要

・専門科目を、「福祉」、「保育・体育」、「心理」、「保健」、「保育内容」、「基礎技能」

の６つの系列に分類整理

・保母と幼稚園教諭の同時養成を容易にするため、保母資格取得単位数を削減

（７３単位以上→６８単位以上）

・一般教育科目・体育

（設定１４単位、履修１４単位）

・専門科目甲類

（設定４６単位、履修４６単位）

・専門科目乙類・外国語

（設定３０単位、履修５科目以上選択・８単位以上）

・総設定単位９０単位、総履修単位６８単位以上

○平成３年厚生省告示第１２１号による改定の概要

・一般教育科目、外国語及び体育を基礎科目とした。

（設定１２単位以上、履修１０単位以上）

・専門科目甲類を必修科目とし、５つの系列（「保育の本質・目的の理解に関する科

目」、「保育の対象の理解に関する科目」、「保育の内容・方法の理解に関する科目」、

「基礎技能」、「保育実習」）に分類整理

（設定４７単位、履修４７単位）

・専門科目乙類を選択必修科目とし、５つの系列（必修科目と同じ）に分類整理

（設定５系列全てにわたり８科目以上選択・２０単位以上、履修５科目以上選択・

１１単位以上）

・総設定単位７９単位以上、総履修単位６８単位以上

○平成１３年厚生労働省告示第１９８号による改定の概要

・「基礎科目」（外国語、体育等）を「教養科目」に名称を変更
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・教養科目の設置単位を「１２単位以上」から「１０単位以上」に、履修単位を「１

０単位以上」から「８単位以上」に変更。総取得単位数は６８単位と変わらず。

・必修科目として「家族援助論」を新設。

（家族を取り巻く環境の変化等を踏まえ、保育士に求められる家族援助や保護者支

援のスキルを修得する。保育士の役割の拡大に対応）

・必修科目として「総合演習」を新設。

（幼稚園教諭免許取得のための教育課程との整合性を確保する）

・「障害児保育」を選択必修科目から必修科目へ変更。授業形態も講義から演習へ。

単位数は２から１に変更。

・「養護内容」を選択必修科目から必修科目へ変更。単位数は２から１に変更。

・「小児栄養」の授業形態を「講義・実習」から「演習」に変更。単位数を３から２

に変更。

・「乳児保育」の授業形態を「講義」から「演習」に変更（より実践力を高める）

・「社会福祉Ⅱ」を「社会福祉援助技術」に科目名変更（ソーシャルワーク的機能を

学ぶ）

・選択必修科目の大綱化

（科目名、系列ごとの単位数等の規定をなくし、系列のみを規定。保育士養成校の

特色や自主性を尊重）

・保育実習を増設（保育実習ⅡまたはⅢを選択必修とし、実習の機会を増やす）

＜保育士養成課程等の改定経過＞

年月日 保育士養成課程の改定 関連する保育関係事項

Ｓ22．12．12 児童福祉法制定

Ｓ23．３．31 児童福祉法施行令・児童福祉法施

行規則制定

Ｓ23．４．８ 厚生省児童局長通知第105号 児童福祉施設最低基準制定

「保母養成施設の設置及び運営に関する件」

（学科目及び配当時間数の規定21科目1,350時間）

Ｓ23．12．29 厚生省告示第33号による改定

Ｓ27．３．１ （教員免許法の法制化に伴い、短期大学設置基

準に準じた制度に整備・改正。総履修単位93単

位以上）

Ｓ37．９．26 厚生省告示第328号による改定

（幼稚園教員養成課程との整合性を図る。総履

Ｓ39．４．１ 修単位数を93単位から73単位以上に削減） 幼稚園教育要領の制定・施行

Ｓ40．８．６ 保育所保育指針の制定・施行

Ｓ45．９．30

厚生省告示第352号による改定

（幼稚園教員との同時養成を容易にするため総

Ｈ１．４．１ 履修単位を73単位から68単位以上に削減） 幼稚園教育要領の改訂・施行

Ｈ２．４．１ 保育所保育指針の改定・施行
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年月日 保育士養成課程の改定 関連する保育関係事項

Ｈ２．11．２ 中央児童福祉審議会保育対策部会に保母養成検

討小委員会設置（以後Ｈ3．3月まで５回にわた

り保母養成課程及び保母養成の在り方について

検討を行う）

Ｈ３．７．５ 厚生省告示第121号による改定（施行はＨ4．4．

1）（保育指針改定の内容に対応するとともに教

科目を５系列に構造化。総単位数は変わらず68

単位以上）

Ｈ６．５．16 児童の権利に関する条約の批准

改正児童福祉法施行（措置による

Ｈ10．４．１ 保育所入所を情報提供に基づく選

択に変更等）

Ｈ11．４．１ 児童福祉法改正に伴い保母から保

育士に名称変更

Ｈ11．４．１ 幼稚園教育要領改訂・施行

Ｈ12．４，１ 保育所保育指針改定・施行

Ｈ12．５．24 児童虐待の防止等に関する法律制

定

Ｈ12．９．８ 保育士養成課程等検討委員会設置（以後Ｈ13．

月まで６回にわたり保育指針改定に伴う保育士

養成課程を検討）

Ｈ13．５．23 厚生労働省告示第198号による改定（施行はＨ14.

4．1）（家族援助論の新設、障害児保育の必修等、

保育指針改定の内容に対応。総履修単位数は変

わらず）

Ｈ13．11．30 児童福祉法の改正に伴い保育士資

格の法定化。保育士の定義が「専

門的知識及び技術をもつて、児童

の保育及び児童の保護者に対する

保育に関する指導を行うことを業

とする者」とされる。（施行はＨ1

5．11．29）

Ｈ15．７．16 次世代育成支援対策推進法制定

Ｈ15．７．30 少子化社会対策基本法制定

Ｈ16．12．24 子ども・子育て応援プラン策定

Ｈ18．６．９ 「就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関

する法律」（認定こども園制度の

創設。施行は10．１）
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年月日 保育士養成課程の改定 関連する保育関係事項

Ｈ18．12．22 教育基本法改正（第11条に「幼児

期の教育」を規定）

Ｈ19．12．26 社会保障審議会少子化特別部会設

置

Ｈ19．12．27 「子どもと家族を応援する日本」

重点戦略の策定

Ｈ20．２．27 新待機児童ゼロ作戦

Ｈ20．３．28 保育所保育指針改定（告示化）

幼稚園教育要領改訂

Ｈ21．２．24 少子化特別部会第一次報告「次世

代育成支援のための新たな制度体

系の設計に向けて」

Ｈ21．２．27 雇児発第0227005通知「指定保育士養成施設指定

及び運営の基準について」（改定保育所保育指針

の内容を考慮し、教授内容の一部を変更）

Ｈ21．４．１ 改定保育所保育指針施行

改訂幼稚園教育要領施行

Ｈ21．11．16 保育士養成課程等検討会設置（Ｈ22．３月まで

検討予定）


